
申 立 書 
 
 

 〇年 □月 △日 

 
 
広 島 県 知 事 様 

 
                申請者 

(住所) 広島市中区基町 10‐52 
                 (氏名) 広島 太郎 

  
 
 
 広島県不妊検査費等助成事業の申請にあたり，夫婦のいずれか一方の検査開

始の日から，もう一方の検査開始の日までが概ね３か月を超えている理由は次

のとおりです。  

 
 理由 

（記入例） 

 ・医師の治療方針により，妻の検査結果が出てから夫の検査を行ったため。 

 ・仕事の都合により受診できなかったため。 

 

 

概ね３か月以内に夫婦両方が 

検査を受診できなかった場合に作成します。 


